
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１０月１日 ０７時５０分ごろ 

発生場所 和歌山県田辺港南西方沖 

 番所鼻灯台から真方位２５０°９.４海里付近 

 （概位 北緯３３°３８.３′ 東経１３５°０９.５′） 

事故の概要  プレジャーボートマンプクⅤは、漂泊中、また、プレジャーボート

いお恋
こい

丸は、航行中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１０月２８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート マンプクⅤ、５.１トン 

   ２５２－２６１６７和歌山、株式会社まんぷく 

Ｂ プレジャーボート いお恋丸、４.９トン 

   ２９２－３１８６９和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ トランサムステップに亀裂、スパンカーに折損 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、市江埼沖ＧＰＳ波浪観測灯浮標

（以下「市江埼沖灯浮標」という。）付近の釣り場に至り、機関を中

立として漂泊し、船首を北に向けて右舷船尾部で右舷船首方の漁船群

を気にしながら、釣りの準備を行っていたところ、Ｂ船が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、市江埼沖灯浮

標付近に至り、両舷から釣り竿
ざお

を出し、約６ノットの対地速力で手動

操舵により、同灯浮標を左に見て旋回しながらトローリングを行って

いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、左舷船首方にＡ船を認めていたが、船尾部で珍

しい魚が釣れたので、舵輪を離れて釣れた魚を確認していたところ、

Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、漂泊中、船長Ａが釣りの準備で周囲の見張りを適切に行っ

ていなかったことから、接近するＢ船に気付かなかったものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、トローリングを行いながら航行中、船長Ｂが、釣れた魚を

船尾部で見ていて見張りを行っていなかったことから、漂泊中のＡ船



と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、漂泊中、船長Ａが、釣りの準備で周囲の見張り

を適切に行っておらず、また、Ｂ船が、トローリングを行いながら航

行中、船長Ｂが、釣れた魚を船尾部で見ていて見張りを行っていなか

ったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲に漁船等が存在する海域で釣りをしながら航行する場合、操

舵輪から離れないこと。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


